
ネイチャーポジティブ（nature positive）という
言葉が、様々な場面で聞かれるようになってきた。
英国では生物多様性ネットゲインという政策が進
められ、2021年に成立した環境法において、「開発
事業を実施する際、開発前と比べて生物多様性を
10％増加させる」ことを義務付けた。実際には2024
年1月より、開発事業に対して適用されることとな
る。これまで開発行為に対するミティゲーション措
置として米国等で実施されてきた生物多様性オフ
セットが良く知られているが、オフセットはネット
ロスゼロでありゲインにはならない。ここで述べる
ネイチャーポジティブも、プラスを意味する言葉で
あり、ネットゲインに近い。また、ネイチャーポジ
ティブという場合、生物のみならず、大気、水、土
壌などを含んだ概念だと思われる。

１）ネイチャーポジティブ主流化の流れ
日本でも閣議決定レベルの国土計画にグリーン

インフラと共に、ネイチャーポジティブが記載さ
れるようになってきた。生物多様性国家戦略2023-
2030では、「2030年のネイチャーポジティブの実
現を目指し、地球の持続可能性の土台であり人間の
安全保障の根幹である生物多様性･自然資本を守り
活用する」と謳われ、第3次国土形成計画でも、「生
物多様性の損失を止め、反転させるネイチャーポジ
ティブの考えに根ざした国土利用・管理を進めて
いく」と述べられている。それ以外にも新たな国土
強靭化基本計画やグリーンインフラ推進戦略2023
にも明記されている。

行政のみではない。むしろ企業がこうした考え
方に敏感に反応している。2017年に発表された
TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）で
は、企業の気候変動への取組みや影響に関する財
務情報の開示を求めているのに対して、2021年に
設立されたTNFD（自然関連財務情報開示タスク
フォース）では、企業が自身の経済活動による自然
環境や生物多様性への影響を評価し、情報開示す
ることを求めている。この世界的な動きの中、企業
はバリューチェーン全体にわたって、事業と自然
の関係を分析してネイチャーポジティブな行動を
起こすことが求められていると言える。2023年か
ら始まった環境省が実施している自然共生サイト

（OECM）の募集では、当初の年間目標を大きく上

回り、前期のみで35都道府県122カ所が認定を受
けた。

このように、行政・民間ともにネイチャーポジ
ティブの主流化が始まっており、閣議決定レベルの
国の様々な計画において明記されているというこ
とは、当然のことながら河川管理の分野でも主流
化すべき概念になってきている。つまり、現在のす
べての川づくりの基本とされる「多自然川づくり」
や、流域治水の取組みにおいて述べられている「グ
リーンインフラ」、「生態系ネットワーク」は、ネイ
チャーポジティブな河川管理を実現するための手
段や計画として位置付けられる。現在、戦略的イノ
ベーション創造プログラム（SIP）第3期「スマート
インフラマネジメントシステムの構築」でも、サブ
課題としてグリーンインフラの活用があげられ、ネ
イチャーポジティブを目指した社会がどのように
well-beingにつながるかが検討されている。

２）気候変動適応とネイチャーポジティブ
現在、社会資本整備審議会河川分科会では、気候

変動による降雨量の増加を見越して全国109の一級
水系の河川整備基本方針の見直しが実施されてい
る。２℃上昇相当のシナリオに対応して降雨量が約
1.1倍（北海道では約1.15倍）、流量が約1.2倍に増
加した場合の洪水流量を安全に流下させるために、
基本高水のピーク流量の改訂と流域治水による対
策が検討されている。その中では、河道掘削による
洪水流下能力の増加、遊水地による洪水調節流量の
増加が、多くの河川で検討されており、対策内容を
自然再生の観点から検討することにより、湿地・ワ
ンド、エコトーンや生態系ネットワークの再生を実
現することが可能になる（写真１）。つまり、今回の
気候変動に伴う基本方針の見直しは、ネイチャーポ
ジティブな川づくりを実践する好機とも言える。一
方で、治水のみを考えた河道掘削が実施されれば、
河川環境のさらなる悪化が予想され、治水と環境保
全を両立するために、早急に十分な議論を開始しな
ければならない。

３）ネイチャーポジティブな環境目標をどうやって
作るか

これまでの河川整備基本方針や整備計画におけ
る環境目標は、定性的な記載に留まり、治水目標の

ネイチャーポジティブな川づくりを目指す視点
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ように着々と達成すべき必達目標としては受け止
められていなかった。この状況を改善するために
は、より具体的な目標を定める必要がある。可能な
らば数値目標も立てるべきであろう。これまでそれ
ができなかった大きな理由の一つに、生物群集と生
息場所の情報が全国レベルで整備されていなかっ
たこと、さらに両者の関係性が定量的にモデル化で
きていなかったことにある。1990年から実施され
てきた河川水辺の国勢調査が７巡目に入り、全国一
級水系の生物情報が着実に積み上げられ、経年的な
変化も追えるようになっている。さらに、2019年
の「実践的な河川環境の評価・改善の手引き（案）」
に示された河川環境管理シートによって、陸域の植
物、エコトーンの状況、ワンド・たまり、湿地、干
潟など、全国一級水系の生物生息場の分布が、ある
程度定量的に把握できるようになっている。本特集
で解説されているように、これら２つのデータベー
スが関連をもって解析できれば、上記問題は解決の
方向に向かう。河川技術者は、気候変動適応策とし
て河道掘削や遊水地建設を実施する際、これらの事
業によって、どのような生物生息場がどの程度形成
されるのかを予め計画する必要がある。これによっ
て、植物種・動物種の何がどの程度増えるかの予測
が可能になるであろう。

４）ボトムアップでつくる環境目標
今後は、河川環境目標においてもネイチャーポジ

ティブが主流化するだろう。その際、河川改修事業
によって、自然環境がどの程度ポジティブになるか
を示さなければならない。これら環境目標は、治水
計画の目標流量のように一義的には決まらないと
予想される。生息場の質や量、魚類や両生類、植物
などの種数、重要種の個体数（もしくは在・不在）
など、複数の指標からの目標設定が必要になる。ま
た都市河川等では、水質や人間の利用にも十分に配
慮する必要がある。こうした複数の指標で
構成される環境目標を設定するに当たって
は地域合意が必須で、行政のみならず、有
識者や利害関係者、NGOなどを入れてボト
ムアップで協議して決定する仕組みが必要
である。また、これら生息場の維持や対策
の妥当性を判断するためには、モニタリン
グ調査が欠かせない。さらに、造成された
生物生息場環境は、遷移に伴い変化するた
め、多くの場合、維持管理が必要になる。一
方で、今後、環境モニタリングや維持管理
作業を、河川管理者のみで実施することは
不可能に近く、地域住民や企業の協力が必

須になる。環境目標の設定過程がボトムアップで決
定されれば、協働の河川管理を実施できる基盤も構
築できるかもしれない。環境省では現在、こうした
劣化した生態系の再生・維持管理に携わる活動に
対しても企業やNGOの参加を促しており、TNFD
における証明となる認証制度を検討している。

災害復旧工事におけるネイチャーポジティブ
ネイチャーポジティブを達成するためのもう一

つの好機に災害復旧工事がある。残念ながら現在の
復旧工事のほとんどは、2次災害の発生を防ぐため
に緊急性が重んじられ、環境目標が論じられること
はほとんどない。むしろ、復旧・改良工事によって、
残っていた生物遺産（biological legacy）も徹底的
に除去され、定規断面による画一的な河道設計がな
され、回復しようとしていた生息場環境が、更なる
人為的破壊を受ける例も少なくない。どうしたらネ
イチャーポジティブな災害復旧工事が可能になる
のか。筆者は、まずは堤防や堰などの基盤となる河
川構造物を復旧し、河道内の環境配慮を後廻しにす
ることを勧めたい。段階的施工である。行政の技術
者にとっては面倒であるが、河道内の生息場環境は
自然の力で回復可能であり、生物種が戻るためには
時間が必要なのである。さらに、河川環境管理シー
トなどを利用して、生息場として重要な区間を予め
把握し、それらの環境がたとえ洪水撹乱を受けたと
しても、そうした場所を保全することが肝要であ
る。技術者には破壊と見える洪水撹乱の多くは、生
態系の維持機構として作用する。現在、砂防の分野
でも、豪雨や地震等で発生した斜面崩壊発生時から
山腹斜面が植生回復する過程を予め見据え、初期に
造られた砂防ダム構造を、流域の森林回復、土砂流
出に合わせて可塑的に改良することができる環境
改善の検討が始まっている。ネイチャーポジティブ
に向けた一歩であると歓迎したい。

写真１　北海道十勝川における河道掘削による
多様な生物生息場環境の造成（北海道開発局提供）

１．はじめに
令和4年12月に開催されたCOP15において、

「2030年までに生物多様性の損失を食い止め、反転
させ、回復軌道に乗せる」、いわゆる「ネイチャーポ
ジティブ」の方向性が国際目標となった。これを受
けて、国内でもネイチャーポジティブを実現するた
めの動きが加速している。そのような中で河川管理
者としてもネイチャーポジティブを見据えた取組
が求められている。

河川については、近年の気候変動による水害の激
甚化・頻発化に伴い治水が着目されがちだが、河川
法では「河川環境の整備と保全」が位置づけられて
いる。平成2年から多自然型川づくりや河川水辺の
国勢調査が始まり、平成7年には当時の河川審議会
から、今後の河川環境のあり方について答申がなさ
れ、河川環境行政の方向性が示された。こういった
中、平成9年の河川法改正において法第1条に「河
川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的
に管理する」ことが位置づけられ、河川管理者は、
治水、利水に加えて環境も含めて総合的に管理する
ことが求められることとなった。それを踏まえて、
河川管理者としても多自然川づくりや生態系ネッ
トワーク等の取組を進めてきたところである。一方
で、昨今は、気候変動、人口減少、DXの進展など、
社会経済情勢が変化している。

本論では、これまでの河川管理者の取組について
紹介するとともに、ネイチャーポジティブの観点で
取組を強化するために考えられる方向性について
述べる。

２．河川管理者による河川環境の保全・創出
（１）多自然川づくり

多自然川づくりは、河川全体の自然の営みを視野
に入れ、地域の暮らしや歴史・文化との調和にも
配慮し、河川が本来有している生物の生息・生育・
繁殖環境及び多様な河川景観を保全・創出するた
めに、河川管理を行うものである。対象は、すべて
の一級河川、二級河川及び準用河川における調査、
計画、設計、施工、維持管理等の河川管理における
すべての行為である。つまり、良好な河川環境を保
全・創出する取組は、自然再生事業のための予算だ
けで実現するものではなく、治水を目的とした河
川改修事業を含めたすべての段階で取り組んでい
くということである（図１）。例えば、河川が有する
瀬・淵や水際環境の保全、河川敷を掘り下げること

による湿地の再生、堰への魚道の設置などの取組が
あげられる。

具体的な事例を述べる。兵庫県を流れる円山川で
は、平成16年台風第23号によって大規模な洪水被
害を受け、再度災害の防止を目的に河川激甚災害対
策特別緊急事業（以下「激特事業」という）を行った。
激特事業にあたっては、コウノトリの採餌条件や抽
水植物の繁茂等を考慮して掘削敷高の工夫を行う
ことで良好な湿地環境を創出し、その結果コウノト
リの飛来も確認された。

また、九頭竜川の支川である日野川では河川の流
下能力を確保するための河道掘削の実施にあたり、
コウノトリの採餌条件や魚類の生息環境を考慮し
て掘削の敷高や形状を工夫し、湿地環境を創出した

（図２，３）。実際、令和元年にはコウノトリが飛来
するなど、後述する生態系ネットワークにも資する
場となっている。

また、河道内のみならず、遊水地でも多自然川づ
くりを進めている。例えば、北海道を流れる千歳川
は、洪水時に本川である石狩川の高い水位の影響で
洪水流が流下しなくなることから、複数の遊水地に
よる治水対策を位置づけた。これら遊水地の一つで
ある舞鶴遊水地では、（舞鶴という地名が表すとお
り）この地に過去に生息していたタンチョウの営巣
のための微高地を形成した。実際に、令和2年に道
央圏で100年以上ぶりとなるタンチョウの産卵が
舞鶴遊水地で行われ、令和5年まで4年連続でヒナ
の誕生が確認されている。

こういった取組を全国で行っており、水管理・国
土保全局では、全国の優良事例を集めて情報を展開
する全国多自然川づくり会議を毎年開催している。
会議は非公開だが、毎年の発表内容は国土交通省
ウェブサイトに掲載しているので、是非ご覧いただ
きたい（「令和〇年度全国多自然川づくり会議 開催
記録」で検索願います）。

昨今は、気候変動の影響で災害が激甚化・頻発化
しており、治水対策の推進がますます求められてお
り、流域のあらゆる関係者が協働して流域全体で行
う「流域治水」を推進しているところである。治水
対策が加速化するということは、治水対策時に実施
する多自然川づくりの取組も、それに伴って進展す
ることが期待される。一方で、実際には限られた河
川空間の中で、治水対策と良好な河川環境の保全・
創出をどう両立するかは課題である。治水上は高水
敷の大規模な掘削や樹木伐採の必要がある場合が

ネイチャーポジティブに向けた河川管理のあり方
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